
 

「１号特定技能外国人支援に関する運用要領-１号特定技能外国人支援計画の基準について-」の一部改正について 

 

令和５年４月２０日 

 

 

「１号特定技能外国人支援に関する運用要領-１号特定技能外国人支援計画の基準について-」について、今般、下記のとおり必要な改正を行いました

ので、公表します。 

 

記 

赤字が修正部分 

通し 

番号 

該当ページ 

（改正後） 
改正箇所 現行 改正 

１ P.7-8 第２ １号特定技

能外国人支援計画

の内容等 

（１）事前ガイダ

ンスの提供 

〔義務的支援〕 

○１つ目 

○ 特定技能所属機関又は当該機関との契約により

１号特定技能外国人支援計画の全部の委託を受け

た登録支援機関（以下「特定技能所属機関等」とい

う。）は、特定技能雇用契約の締結時以後、１号特

定技能外国人に係る在留資格認定証明書の交付の

申請前（当該外国人が他の在留資格をもって本邦に

在留している場合にあっては、在留資格の変更の申

請前）に、当該外国人に対し、特定技能雇用契約の

内容、当該外国人が本邦において行うことができる

活動の内容、上陸及び在留のための条件その他の当

該外国人が本邦に上陸し在留するに当たって留意

すべき事項に関する情報の提供（以下「事前ガイダ

ンス」という。）を実施することが求められます。 

○ 特定技能所属機関又は当該機関との契約により

１号特定技能外国人支援計画の全部の委託を受け

た登録支援機関（以下「特定技能所属機関等」とい

う。）は、１号特定技能外国人に係る在留資格認定証

明書の交付の申請前（当該外国人が他の在留資格を

もって本邦に在留している場合にあっては、在留資

格の変更の申請前）に、当該外国人に対し、特定技

能雇用契約の内容、当該外国人が本邦において行う

ことができる活動の内容、上陸及び在留のための条

件その他の当該外国人が本邦に上陸し在留するに

当たって留意すべき事項に関する情報の提供（以下

「事前ガイダンス」という。）を実施することが求め

られます。 

なお、事前ガイダンスで提供する情報には、労働



条件など特定技能雇用契約の締結前にあらかじめ

外国人本人が把握することが望ましい情報が含ま

れていることから、事前ガイダンスの実施は特定技

能雇用契約の締結時以前に行うことが望まれます。 

2 P.15 第２ １号特定技

能外国人支援計画

の内容等 

（３－１）適切な

住居の確保に係る

支援 

【留意事項】 

○６つ目 

〇 ②及び③の場合であって特定技能所属機関等が

自ら賃借人となるときは、１号特定技能外国人に社

宅等を貸与することにより経済的利益を得てはな

りません。１号特定技能外国人から費用を徴収する

場合については、借上物件の場合、自己所有物件の

場合に応じて、次のとおりでなければなりません。 

・ 借上物件の場合 

借上げに要する費用（管理費・共益費を含み、

敷金・礼金・保証金・仲介手数料等は含まない。）

を入居する特定技能外国人の人数で除した額以

内の額 

・ 自己所有物件の場合 

実際に建設・改築等に要した費用、物件の耐

用年数、入居する特定技能外国人の人数等を勘

案して算出した合理的な額 

〇 ②及び③の場合であって特定技能所属機関等が

自ら賃借人となるときは、１号特定技能外国人に社

宅等を貸与することにより経済的利益を得てはな

りません。１号特定技能外国人から費用を徴収する

場合については、借上物件の場合、自己所有物件の

場合に応じて、次のとおりでなければなりません。 

・ 借上物件の場合 

借上げに要する費用（管理費・共益費を含み、

敷金・礼金・保証金・仲介手数料・更新手数料・途

中解約金等は含まない。）を入居する特定技能外国

人の人数で除した額以内の額 

・ 自己所有物件の場合 

実際に建設・改築等に要した費用（土地の購

入代・土地の造成費用等土地に関する費用は除

く。）、物件の耐用年数、入居する特定技能外国

人の人数等を勘案して算出した合理的な額 

 


